
別記様式

物 品 等 の 名 称 及 び 数 量 佐渡宿舎借上

契 約 担 当 官 等 の 氏 名 並
び に そ の 所 属 す る 部 局
の 名 称 及 び 所 在 地

分任支出負担行為担当官
　新潟港湾・空港整備事務所長　佐渡　英樹
新潟県新潟市中央区入船町４－３７７８

契 約 締 結 日 令和8年4月1日

契約の相手方の氏名及び住所
渡辺産商（株）
新潟県佐渡市両津湊３５２－１０

契 約 金 額

（消費税及び地方消費税含む）

予 定 価 格

（消費税及び地方消費税含む）

随意契約によることとした
理 由

　本件は、国家公務員宿舎として使用する建物を借上げ
るものである。

　新潟港湾・空港整備事務所は、両津港（新潟県佐渡
市）の港湾整備事業実施にあたり、現地での職員用宿舎
を確保するため、令和４年度に、必要条件を満たす家屋
の調査を行い、当該物件を選定のうえ、令和４年４月１
日より国家公務員宿舎【佐渡宿舎】として借上げを行っ
ており、令和８年度も設置の必要性が認められることか
ら、継続して使用するものである。

　契約の相手方は、同物件の所有者であり、本契約を履
行できる唯一の者である。

　よって、会計法２９条の３第４項に基づき、契約の相
手方と随意契約を行うものである。

備 考

随意契約結果書

 1,740,000 円

 1,740,000 円


